
議案第２１号 

大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例の一部改正について 

 大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように定めるものとする。 

  平成２８年３月２日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、学校教育法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４

６号）が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、この条例の一部を改正す

る必要があるからである。 





大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例 

大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例（昭和５３年大口町条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「、中学校（中等教育学校」を「（義務教育学校の前期課

程及び特別支援学校の小学部を含む。）又は中学校（義務教育学校の後期課程、中

等教育学校」に、「を含む。）又は盲学校、聾学校及び養護学校」を「及び特別支

援学校」に、「小学部若しくは中学部」を「中学部を含む。）」に改める。

   附 則

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （受給資格者）  （受給資格者） 

第２条 略 第２条 略 

 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３

９年法律第１２９号。以下「法」とい

う。）第６条第１項に規定する配偶者のな

い女子で１８歳以下の者（１８歳の者にあ

っては、１８歳に達した日の属する年度の

末日までを１８歳以下の者とし、同日以後

引き続いて小学校（義務教育学校の前期課

程及び特別支援学校の小学部を含む。）又

は中学校（義務教育学校の後期課程、中等

教育学校の前期課程及び特別支援学校の中

学部を含む。）に在学する者を含む。以下

「児童」という。）を現に扶養しているも

の（以下「母子家庭の母」という。） 

 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３

９年法律第１２９号。以下「法」とい

う。）第６条第１項に規定する配偶者のな

い女子で１８歳以下の者（１８歳の者にあ

っては、１８歳に達した日の属する年度の

末日までを１８歳以下の者とし、同日以後

引き続いて小学校、中学校（中等教育学校

の前期課程を含む。）又は盲学校、聾学校

及び養護学校の小学部若しくは中学部に在

学する者を含む。以下「児童」という。）

を現に扶養しているもの（以下「母子家庭

の母」という。） 

 (2)～(4) 略  (2)～(4) 略 

２・３ 略 ２・３ 略 
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改 正 要 旨 

１ 改正の趣旨 

学校教育法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）が平成２８年

４月１日から施行され、小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学

校の制度が創設されたことに伴い、関係規定を改正するものです。 

２ 改正の概要 

 (1) 義務教育学校とは 

   小中一貫教育を実施することを目的とした学校で、現在「６・３制」となっ

ている小学校と中学校の区切りを「５・４」等のように学校が柔軟に決めるこ

とができます。 

 (2) 受給資格者の改正（第２条関係） 

   義務教育学校の前期課程を「小学校」に、後期課程を「中学校」にそれぞ

れ含めることとし、併せて盲学校、聾学校及び養護学校の名称が特別支援学校

に統一化されたこと伴い、規定の整理を行うものです。 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日から施行します。 
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